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はじめに

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成１２年法律第１０４号。以下「建設リサ

イクル法」という。）が完全施行され１０年が経過します。

建設リサイクル法では，分別解体等及び再資源化等の適正な実施を確保するために，発注者及

び請負（予定）者に対して工事内容の通知や契約書への記載事項等に係る義務を規定しています。

土木部検査指導課では，建設リサイクル法による事務手続きが円滑に実施されるよう，これま

で以下のとおり通知等を行ってきました。

記

NO 通 知 等

1
公共建設工事における建設リサイクル法に関する事務手続きの当面の運用について

（通知） 【平成１４年５月２９日付け事務連絡】

2
公共建設工事における建設リサイクル法に関する事務手続きの当面の運用に関する

補足説明について 【平成１４年６月１３日付け事務連絡】

3
公共建設工事における建設リサイクル法に関する事務手続きについて（再確認）

【平成１６年８月２３日付け事務連絡】

4

「茨城県建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第１１条の規定に基づく対象

建設工事の計画の通知に関する取扱い要領」の制定について（通知）

【平成１４年５月２９日付け検第２６８号】

今般，これらの通知等の内容を踏襲し，建設リサイクル法による事務手続きを時系列的に解説

した「手引き（公共建設工事発注者用）」として作成しましたので，業務遂行の一助としてご活用

ください。

なお，この手引きは，茨城県土木部が発注する公共建設工事を対象として作成していますが，

県内市町村等が発注する公共建設工事において，発注者の判断により，これに準じた取扱いをし

ても支障ありませんので念のため申し添えます。

平成２４年３月

茨城県土木部検査指導課建設リサイクル担当
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この手引きで用いる用語については，建設リサイクル法第２条（定義）によるほか，下記のと

おりとします。

記

用 例 用 語

法
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律

【平成１２年法律第１０４号】

政令
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令

【平成１２年政令第４９５号】

規則
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則

【平成１４年国土交通省・環境省令第１号】

Ｈ１４事務連絡

（当面の運用）

公共建設工事における建設リサイクル法に関する事務手続きの当

面の運用について（通知）

【平成１４年５月２９日付け事務連絡】

Ｈ１４事務連絡

（補足説明）

公共建設工事における建設リサイクル法に関する事務手続きの当

面の運用に関する補足説明について

【平成１４年６月１３日付け事務連絡】

Ｈ１６事務連絡

公共建設工事における建設リサイクル法に関する事務手続きにつ

いて（再確認）

【平成１６年８月２３日付け事務連絡】

１１条取扱要領

「茨城県建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第１１条

の規定に基づく対象建設工事の計画の通知に関する取扱い要領」

の制定について（通知）

【平成１４年５月２９日付け検第２６８号】

工事執行規則
茨城県建設工事執行規則

【昭和４３年茨城県規則第６９号】

ﾘｻｲｸﾙｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ
茨城県建設リサイクルガイドライン

【平成１４年３月策定】

第０章 この手引きで使用する「用語」
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（参考／法の抜粋）

（定義） （抜粋）

第二条 この法律において「建設資材」とは，土木建築に関する工事（以下「建設工事」

という。）に使用する資材をいう。

２ この法律において「建設資材廃棄物」とは，建設資材が廃棄物（廃棄物の処理及び清

掃に関する法律（昭和四十五年法律第百三十七号）第二条第一項に規定する廃棄物をい

う。以下同じ。）となったものをいう。

３ この法律において「分別解体等」とは，次の各号に掲げる工事の種別に応じ，それぞ

れ当該各号に定める行為をいう。

一 建築物その他の工作物（以下「建築物等」という。）の全部又は一部を解体する建

設工事（以下「解体工事」という。） 建築物等に用いられた建設資材に係る建設資

材廃棄物をその種類ごとに分別しつつ当該工事を計画的に施工する行為

二 建築物等の新築その他の解体工事以外の建設工事（以下「新築工事等」という。）

当該工事に伴い副次的に生ずる建設資材廃棄物をその種類ごとに分別しつつ当該工

事を施工する行為

４ この法律において建設資材廃棄物について「再資源化」とは，次に掲げる行為であっ

て，分別解体等に伴って生じた建設資材廃棄物の運搬又は処分（再生することを含む。）

に該当するものをいう。

一 分別解体等に伴って生じた建設資材廃棄物について，資材又は原材料として利用す

ること（建設資材廃棄物をそのまま用いることを除く。）ができる状態にする行為

二 分別解体等に伴って生じた建設資材廃棄物であって燃焼の用に供することができ

るもの又はその可能性のあるものについて，熱を得ることに利用することができる状

態にする行為

５ この法律において「特定建設資材」とは，コンクリート，木材その他建設資材のうち，

建設資材廃棄物となった場合におけるその再資源化が資源の有効な利用及び廃棄物の

減量を図る上で特に必要であり，かつ，その再資源化が経済性の面において制約が著し

くないと認められるものとして政令で定めるものをいう。

６ この法律において「特定建設資材廃棄物」とは，特定建設資材が廃棄物となったもの

をいう。

７ この法律において建設資材廃棄物について「縮減」とは，焼却，脱水，圧縮その他の

方法により建設資材廃棄物の大きさを減ずる行為をいう。

８ この法律において建設資材廃棄物について「再資源化等」とは，再資源化及び縮減を

いう。

９ この法律において「建設業」とは，建設工事を請け負う営業（その請け負った建設工

事を他の者に請け負わせて営むものを含む。）をいう。

１０ この法律において「下請契約」とは，建設工事を他の者から請け負った建設業を営

む者と他の建設業を営む者との間で当該建設工事の全部又は一部について締結される

請負契約をいい，「発注者」とは，建設工事（他の者から請け負ったものを除く。）の注

文者をいい，「元請業者」とは，発注者から直接建設工事を請け負った建設業を営む者

をいい，「下請負人」とは，下請契約における請負人をいう。
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（参考／政令の抜粋）

（特定建設資材）

第一条 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 （以下「法」という。）第二条第五

項のコンクリート，木材その他建設資材のうち政令で定めるものは，次に掲げる建設資材

とする。

一 コンクリート

二 コンクリート及び鉄から成る建設資材

三 木材

四 アスファルト・コンクリート
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建設リサイクル法による事務手続き等の流れを時系列的に整理すると，Ｐ．６の「建設リサイ

クル法に関する契約手続等フロー」のようになります。全体的な事務手続きの内容と工事発注担

当・契約担当の役割分担については，このフローを参考にしてください。

なお，建設リサイクル法による各事務手続きは，法第９条第１項に規定する「対象建設工事」

に該当する場合に適用されるものですので注意してください。

（参考／法の抜粋）

（分別解体等実施義務） （抜粋）

第九条 特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を

使用する新築工事等であって，その規模が第三項又は第四項の建設工事の規模に関する

基準以上のもの（以下「対象建設工事」という。）の受注者（当該対象建設工事の全部

又は一部について下請契約が締結されている場合における各下請負人を含む。以下「対

象建設工事受注者」という。）又はこれを請負契約によらないで自ら施工する者（以下

単に「自主施工者」という。）は，正当な理由がある場合を除き，分別解体等をしなけ

ればならない。

２ 前項の分別解体等は，特定建設資材廃棄物をその種類ごとに分別することを確保する

ための適切な施工方法に関する基準として主務省令で定める基準に従い，行わなければ

ならない。

３ 建設工事の規模に関する基準は，政令で定める。

（参考／政令の抜粋）

（建設工事の規模に関する基準）

第二条 法第九条第三項 の建設工事の規模に関する基準は，次に掲げるとおりとする。

一 建築物（建築基準法 （昭和二十五年法律第二百一号）第二条第一号 に規定する建

築物をいう。以下同じ。）に係る解体工事については，当該建築物（当該解体工事に

係る部分に限る。）の床面積の合計が八十平方メートルであるもの

二 建築物に係る新築又は増築の工事については，当該建築物（増築の工事にあっては，

当該工事に係る部分に限る。）の床面積の合計が五百平方メートルであるもの

（次頁につづく）

第１章 建設リサイクル法による事務手続きの流れ

※「建設リサイクル法に関する契約手続等フロー」は，Ｈ１６事務連絡の添付資料から引

用しています。

※「対象建設工事」に該当するか否かは，１１条取扱要領を参考に判断してください。

※１１条取扱要領は，第４章を参照してください。
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（参考／政令の抜粋 つづき）

（建設工事の規模に関する基準）

三 建築物に係る新築工事等（法第二条第三項第二号 に規定する新築工事等をいう。

以下同じ。）であって前号に規定する新築又は増築の工事に該当しないものについて

は，その請負代金の額（法第九条第一項 に規定する自主施工者が施工するものにつ

いては，これを請負人に施工させることとした場合における適正な請負代金相当額。

次号において同じ。）が一億円であるもの

四 建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等については，その請負代金の額が

五百万円であるもの

２ 解体工事又は新築工事等を同一の者が二以上の契約に分割して請け負う場合におい

ては，これを一の契約で請け負ったものとみなして，前項に規定する基準を適用する。

ただし，正当な理由に基づいて契約を分割したときは，この限りでない。
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建設リサイクル法に関する手続等フロー

契約担当 工事発注担当

法第６条

（発注者の責務）

入 札

落札後～

法第１２条

法第１３条

契約締結

契約後

法第１１条

（国等に関する特例）

【ﾘｻｲｸﾙ関係】

⑨（必要に応じ契約変更）

工事完了

法第１８条

（発注者への報告等）

法条項等

（対象建設工事の通知に係
る事項の説明等）

（対象建設工事の請負契約
に係る書面の記載事項）

設計・積算
(現場条件等の確認)

公告・指名通知等
・設計図書の交付

契約等手続 請負（予定）者
発注者

〔設計・積算〕
特記仕様書等の作成
【ﾘｻｲｸﾙ関係】
①分別解体及び再資源化等
に要する費用を適正に計上

②条件明示及び特記事項を
作成

〔契約等手続準備〕
設計図書の整理

〔入札へ向けた積算等〕
・現場状況確認
・施工方法，処分場等検討
・工事実施に要する費用の
積算

【ﾘｻｲｸﾙ関係】
・法第１２条，法第１３条に
関する書面の記載事項を
検討

〔公告・指名通知等〕
契約手続を行うための設計
図書の交付
【ﾘｻｲｸﾙ関係】
③入札公告等への条件

明示
④競争参加資格確認通知

書等への条件明示
・対象工事である旨の
項目明記

・法第１２条，法第１３条
の手続について明記

入 札

〔落札者の決定〕
落札者決定の通告
【ﾘｻｲｸﾙ関係】
⑤法第１２条，法第１３条の
手続について通告

〔説明内容の確認〕
【ﾘｻｲｸﾙ関係】
⑥書面により説明を受け，内

容が適切であることを確認
⑥契約担当者へ確認した結果

を報告

〔契約書記載事項確認〕
【ﾘｻｲｸﾙ関係】
⑦落札者から提示された
契約書記載事項の確認

⑦契約書の決裁

法第１２条に基づく
書面の交付及び説明

法第１３条に基づく
契約書記載事項の
提出 確認完了報告

落札者決定通告

契約締結

〔施工計画の作成〕
・現場状況確認
・施工方法，処分場等検討
・工事実施の工程作成

〔施工計画打合せ〕
・施工計画受理
【ﾘｻｲｸﾙ関係】
⑧県知事等あての「対象建設工

事の通知」を作成

工 事 着 手

工 事 完 了

〔発注者への報告等〕
【ﾘｻｲｸﾙ関係】
・再資源化等の実施状況に
関する記録を作成し保存

・発注者へ書面で報告

〔報告内容の確認等〕
【ﾘｻｲｸﾙ関係】
⑩再資源化等の完了報告事項
を確認

⑪再資源化等が適正に行われな
かったと認められる場合は，
県知事に申告

〔発注者への説明等〕
通知を受け、協議開始
【ﾘｻｲｸﾙ関係】
・法第１２条に基づく書面の
交付及び説明

〔対象建設工事の届出等〕
【ﾘｻｲｸﾙ関係】
⑧県知事等あて，工事着手前に

対象建設工事の通知
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この章では，建設工事をⅠ～Ⅵの６段階に分類し，時系列的にその事務手続きを解説します。

各段階で必要となる事務手続きは，概ね下記のとおりです。

記

①適正な費用の計上
Ⅰ 設計・積算

②設計図書への条件明示

③入札広告等への条件明示
Ⅱ 入 札 準 備

④競争参加資格確認通知書等への条件明示

⑤落札者への協議実施の通告

⑥請負予定者による発注者への説明等Ⅲ 契 約

⑦建設工事請負契約書の作成

Ⅳ 工事着手前 ⑧対象建設工事の通知

Ⅴ 工 事 中 ⑨変更契約等

⑩元請業者による発注者への報告
Ⅵ 工 事 完 了

⑪その他（都道府県知事への申告）

第２章 各段階における事務手続き

※上記は，発注者における事務手続きに特化して解説しています。

※法令上は，請負者のみに課せられる義務（例：元請業者による下請業者への告知義務（法

第１２条第２項関係））等もありますが，この手引きでは省略しています。
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Ⅰ 設計・積算

①適正な費用の計上

法第６条では，発注者の責務として，分別解体等及び建設資材廃棄物の再資源化等に要する費

用を適正に負担するよう規定されています。

これは，分別解体等及び建設資材廃棄物の再資源化等が適切に実施されるには，それらに要す

る費用が発注者から請負者に適正に支払われる必要があるため，発注者が果たすべき責務を明確

にしたものです。よって，この趣旨を踏まえた設計・積算を行う必要があります。

なお，リサイクルガイドラインにおいても「適正な経費の計上」として同様に規定しています。

（参考）

法
（
抜
粋
）

（発注者の責務）

第六条 発注者は，その注文する建設工事について，分別解体等及び建設資材廃棄

物の再資源化等に要する費用の適正な負担，建設資材廃棄物の再資源化により得

られた建設資材の使用等により，分別解体等及び建設資材廃棄物の再資源化等の

促進に努めなければならない。

（参考）

リ
サ
イ
ク
ル
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
抜
粋
）

第４章 建設副産物のリサイクルに関する実施事項 ４－２ ２．（３） Ｐ．３５

（３）適正な経費の計上

建設副産物を搬出する場合は，指定処分を原則として処理費用（再資源化に要

する費用を含む），運搬費等を適正に積算し，必要な経費を計上するものとする。

〈積算に用いる資材等の価格〉

①再生資材の価格は，茨城県土木部実施用単価によるものとし，掲載がないも

のについては，見積りにより計上すること。

②再資源化施設の受入れ単価は，茨城県土木部実施用単価又は見積りによるも

のとする。

③建設発生土等を他の建設工事現場へ搬出する際に必要となる費用（積込費用，

運搬費用）は，積算基準及び茨城県土木部実施用単価書に基づくものとする。

※法第６条では，再資源化により得られた建設資材の使用についても規定しています。

※本県では，『茨城県リサイクル建設資材評価認定制度』を策定し，リサイクル建設資材

の認定を行うとともに，「率先利用指針」を定めて，その率先利用を図っています。

※認定制度の詳細は，茨城県土木部建設リサイクル情報ホームページから確認できます。

http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/doboku/01class/class03/08recycle/contents1.htm
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Ⅰ 設計・積算

②設計図書への条件明示

設計図書の作成にあたっては，「分別解体等の方法」，「再資源化等をする施設の名称及び所在地」

等を明示することにより，発注者の設定する積算条件を請負予定者に対して明確にします。

具体的には下記を参照してください。

なお，リサイクルガイドラインにおいても設計図書への条件明示について同様に規定していま

す。

設計図書への条件明示の方法等

設計図書への条件明示について

１ 再生資材の利用，再資源化施設への搬出等を実施する工事については，利用・搬出等

に関する条件を設計図書（特記仕様書等）に記載して契約事項とする。

なお，条件の変更がある場合は変更契約時についても設計図書等に条件明示を行うも

のとする。

２ 「対象建設工事（法第９条第１項）」については，法第１３条により規定された契約

書への記載事項のうち，「分別解体等の方法」，「再資源化等をする施設の名称及び所在

地」のほか，受入時間等の処分条件について設計図書等に記載し，発注者の設定する積

算条件を請負予定者に対して明確にすることとする。

また，変更等の取扱い及び完了報告についても記載することとする。

なお，条件の変更がある場合は変更契約時についても設計図書等に条件明示を行うも

のとする。

３ 工事発注後に明らかになった事情により，予定した条件によりがたい場合は，発注者

と受注者が協議するものとする（設計図書に記載）。

【設計図書等における記載例】

茨城県土木部が発注する分別解体等・再資源化等及び再生資源活用の対象となる建設工

事については，「リサイクルガイドライン」を遵守しつつ，以下を参考とし，設計図書に

条件明示（特記仕様書に記載）する。

（次頁につづく）

※設計図書への条件明示は，Ｈ１４事務連絡（当面の運用）及びリサイクルガイドライン

により規定しているものです。

※特記仕様書への具体的な記載例は，次頁からのａ～ｂを参照してください。

※「設計図書への条件明示の方法等」は，Ｈ１４事務連絡（当面の運用）の別添２から引

用しています。
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Ⅰ 設計・積算

設計図書への条件明示の方法等（つづき）

ａ．分別解体等・再資源化等〔建設リサイクル法の対象建設工事〕

１．本工事は，建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成１２年法律第１４

号。以下「建設リサイクル法」という。）に基づき，分別解体等及び再資源化等実施

について適正な措置を講ずることとする。なお，本工事における分別解体等・再資源

化等については，以下の積算条件を設定しているが，工事請負契約書「６ 解体工事

に要する費用等」に定める事項は契約締結時に発注者と請負者の間で確認されるもの

であるため，発注者が積算上条件明示した以下の事項と別の方法であった場合でも変

更の対象としない。

ただし，工事発注後に明らかになった事情により，予定した条件によりがたい場合

は，監督員と協議するものとする。

①分別解体等の方法

工 程 作 業 内 容 分別解体等の方法（※）

①仮設 仮設工事

■有 □無

□手作業

□手作業・機械作業の併用

②土工 土工事

□有 ■無

□手作業

□手作業・機械作業の併用

③基礎 基礎工事

■有 □無

□手作業

■手作業・機械作業の併用

④本体構造 本体構造の工事

■有 □無

□手作業

■手作業・機械作業の併用

⑤本体付属品 本体付属品の工事

□有 ■無

□手作業

□手作業・機械作業の併用

工
程
ご
と
の
作
業
内
容
及
び
解
体
方
法

⑥その他

（ ）

その他の工事

□有 ■無

□手作業

□手作業・機械作業の併用

※「分別解体等の方法」の欄については，該当がない場合は記載の必要はない。

（次頁につづく）

※上記「①分別解体等の方法」の表は，建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等

（土木工事等）の例を表示しています。

※建築物に係る解体工事，建築物に係る新築工事等（新築・増築・修繕・模様替）につい

ては，それぞれ，建設工事請負契約書に添付する「備考別表１～２（Ｐ．４９～Ｐ．５

０参照）」に準じて作成します。

※作成の際は，「備考別表１～３の記載方法の解説（Ｐ．５２）」も参考にしてください。
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Ⅰ 設計・積算

設計図書への条件明示の方法等（つづき）

②再資源化等をする施設の名称及び所在地

特定建設資材廃棄物

の種類
施設の名称 所 在 地

コンクリート ○○（株）○○工場 ○○県○○市○○×－××

ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ （株）△△，△△工場 ○○県△△町△△×－××

※上記②については積算上の条件明示であり，処理施設を指定するものではない。な

お，請負者の提示する施設と異なる場合においても設計変更の対象としない。ただ

し，現場条件や数量の変更等，請負者の責によるものでない事項についてはこの限

りではない。

③受入時間

○○（株）○○工場：００時００分～００時００分

（株）△△，△△工場：００時００分～００時００分

④その他

仮置き等必要条件があれば記載する。

２．請負者は，分別解体等・再資源化等が完了したときは，建設リサイクル法第１８条

に基づき，以下の事項を書面に記載し，別添様式１により監督員に報告することとす

る。

・再資源化等が完了した年月日

・再資源化等をした施設の名称及び所在地

・再資源化等に要した費用

ｂ．その他

工事発注後に明らかになった事情により，予定した条件によりがたい場合は，監督員と

協議するものとする。

※再資源化等が完了した旨の報告は，上記のとおり「再資源化等報告書（別添様式１）」

により行います。

※再資源化等報告書は，法令様式ではなく，Ｈ１４事務連絡（当面の運用）により規定し

たものです。様式は，第３章を参照してください。
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Ⅰ 設計・積算

（参考）

リ
サ
イ
ク
ル
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
抜
粋
）

第４章 建設副産物のリサイクルに関する実施事項 ４－２ ２．（４） Ｐ．３５

（４）条件明示

設計図書等に採用する工法・資材・使用する再生資材の規格，使用箇所，発生

する建設副産物の処理方法，処分先を条件明示するものとする。

※「条件明示例示」参照

特記仕様書作成例 Ｐ．４３

３．コンクリート塊等

本工事から発生するコンクリート塊については，下記の再資源化施設に搬出し，

リサイクルに努めること。

・搬出先：再資源化施設の名称 ○○○○工業

住所 茨城県○○郡○○町○○

・搬出量:○○○t

・片道運搬距離 ○○ｋｍ

・搬出条件:昼夜間の別等

なお，上記以外の再資源化施設へ搬出する場合は，事前に監督員と協議し承諾

を得なければならない。

※上記のとおり，リサイクルガイドラインにおいても特記仕様書の作成例を明示してお

り，「設計図書への条件明示の方法等」の内容と併せて運用する必要があります。
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Ⅱ 入 札 準 備

③入札公告等への条件明示

④競争参加資格確認通知書等への条件明示

「対象建設工事（法第９条第１項）」については，入札公告等及び競争参加資格確認通知書等に

おいても，分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である

ことを明示します。

具体的には下記を参照してください。

対象建設工事である旨の明示方法

対象建設工事である旨の明示について

「対象建設工事（法第９条第１項）」については，工事の発注に際して以下の事項を明

示するものとする。

（１）入札公告，公募型指名競争入札実施案内に係る掲示に記載する事項

「この工事は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成１２年法律第１０

４号）に基づき，分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けら

れた工事である。」

（２）競争参加資格確認通知書，工事入札通知書に記載する事項

「この工事は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成１２年法律第１０

４号）に基づき，分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けら

れた工事であるため，契約にあたり分別解体等の方法，解体工事に要する費用，再資源

化等をするための施設の名称及び所在地，再資源化等に要する費用を建設工事請負契約

書（以下「契約書」という。）に記載する必要があることから，設計図書等に記載され

た処理方法及び処分場所等を参考に積算した上で入札すること。また，分別解体等の方

法等を契約書に記載するために，落札者は落札決定後に発注者と協議を行うこととす

る。」

※入札公告等への条件明示は，Ｈ１４事務連絡（当面の運用）により規定しているものです。

※建設リサイクル法の適用がある工事に限って，条件を明示するものです。

※「対象建設工事」に該当するか否かは，１１条取扱要領を参考に判断してください。

※１１条取扱要領は，第４章を参照してください。

※「対象建設工事である旨の明示方法」は，Ｈ１４事務連絡（当面の運用）の別添１から

引用しています。
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Ⅲ 契 約

⑤落札者への協議実施の通告

法第１２条第１項では，請負予定者は，契約締結に際して分別解体の方法等の一定の重要事項

を書面により発注者に説明するよう規定されています。

また，法第１３条第１項では，分別解体の方法，解体工事に要する費用等の重要事項を請負契

約の内容として記載するよう規定されています。

このため，契約担当は，契約締結に際して「法第１２条の規定による説明」と「法第１３条の

規定による契約書記載事項を合意するための協議（契約書記載事項の事前協議）」をそれぞれ工事

発注担当に対して実施するよう請負予定者に通告します。

※落札者への協議実施の通告は，Ｈ１４事務連絡（当面の運用）により規定しているもの

です。

※法第１２条第１項の規定による説明は，契約締結前に行う必要があります。

※協議実施の通告は，契約担当が行いますが，書面の確認等は工事内容を熟知している工

事発注担当が行います。

※通告の方法は任意です。様式等の定めはありません。
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Ⅲ 契 約

⑥請負予定者による発注者への説明等

⑦建設工事請負契約書の作成

工事発注担当は，所定の様式により，法第１２条第１項の規定による「請負予定者から発注者

への重要事項の説明」を受けるとともに，法第１３条第１項の規定による「請負契約の内容とし

て記載する事項」についても適切であることを確認し，その結果を契約担当に報告します。

報告を受けた契約担当は，契約内容が説明を受けた内容等と整合していることを確認したうえ

で，契約締結の事務を行います。

いずれの手続きも法令上は様式の定めがありませんので，工事執行規則により様式を規定して

います。

具体的には下記を参照してください。

記

契約事務の手続き

法第１２条及び法第１３条に関する手続き方法について

以下の（１）～（３）の手続きにより行うものとする。

（１）法第１２条に関する手続き

工事発注担当は，工事請負予定者から「説明書（様式第１号の２）」，「説明書の添付

資料（省令別記様式第１号別表１～別表３のうち該当するもの及び工程の概要を示す資

料）」及び「契約書に添付する別紙（備考別表１～備考別表３のうち該当するもの）の

案」の交付及び説明を受け，工事請負予定者の提示した分別解体等の方法について適切

であることを確認し，速やかにその旨を契約担当に報告する。

（２）法第１３条に関する手続き

契約担当は，契約書案が建設リサイクル法対応の様式であり，かつ，工事請負予定者

が提出する契約書案の別紙（備考別表１～備考別表３のうち該当するもの）が，（１）

により交付された説明書等の内容と整合することを確認のうえ契約締結事務を行う。

（３）契約変更

契約変更の手続きは，その必要が生じた都度，発注者と請負者が協議のうえ，（１）

及び（２）の手続きに準拠し，速やかに行うものとする。

（次頁につづく）

※「契約事務の手続き」は，Ｈ１６事務連絡の別添１から引用しています。

※当初はＨ１４事務連絡（当面の運用）において様式を示しましたが，事務連絡後に「工

事執行規則の一部改正」があり，様式が定められた経過があります。

※説明の様式は工事執行規則第７条の２により，契約書（別紙を含む）の様式は工事執行

規則第８条第１項により規定しています。様式は，第３章を参照してください。
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Ⅲ 契 約

契約事務の手続き（つづき）

Ｈ
16
事
務
連
絡
（
抜
粋
）

（１）協議実施の通告

契約担当 （落札者の決定）
法第１２条，法第１３条の手続きについて落札者に通告
その際に，下記書類を提出し工事発注担当者と協議するよう指示
１．説明書
２．別表１～３のうち該当するもの
３．工程表
４．備考別表１～３のうち該当するもの

（２）法第１２条に関する手続き

請負予定者 （発注者への説明等）
法第１２条に基づき，下記書類により工事発注担当と協議
１．説明書
２．別表１～３のうち該当するもの
３．工程表
４．備考別表１～３のうち該当するもの

工事発注担当 （説明内容の確認）
協議の結果，内容が適切であることを確認
契約担当へ確認の結果を報告

（３）法第１３条に関する手続き

契約担当 （契約書記載事項の確認）
請負予定者から提示された契約書記載事項を確認し，契約書を決裁
その際の，契約書添付書類は下記書類のみ
４．備考別表１～３のうち該当するもの

入 札

契約締結

法第１２条及び法第１３条に関する手続きについて
【契約と工事が同一事務所（課）の場合】

※上記は，契約と工事が「同一機関」の場合の法第１２条及び法第１３条の手続きの流れ

を示しています。

※契約と工事が「他機関」の場合の例は，次頁を参照してください。

※工程の概要を示す資料は，建設工事請負契約書第３条により提出する工程表（工事執行

規則第１２条の別表第１号）としてかまいません。
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Ⅲ 契 約

契約事務の手続き（つづき）

Ｈ
16
事
務
連
絡
（
抜
粋
）

（１）協議実施の通告

契約担当 （落札者の決定）
（本庁） 法第１２条，法第１３条の手続きについて請負予定者に通告

その際に，下記書類を提出し出先工事発注担当と協議するよう指示
１．説明書
２．別表１～３のうち該当するもの
３．工程表
４．備考別表１～３のうち該当するもの

（２）法第１２条に関する手続き

請負予定者 （発注者への説明等）
法第１２条に基づき，下記書類により出先工事発注担当と協議
１．説明書
２．別表１～３のうち該当するもの
３．工程表
４．備考別表１～３のうち該当するもの

工事発注担当 （説明内容の確認 ①）
（出先） 協議の結果，内容が適切であることを確認し，

本庁工事発注担当へ確認の結果を報告

工事発注担当 （説明内容の確認 ②）
（本庁） 契約担当へ確認の結果を報告

（３）法第１３条に関する手続き

契約担当 （契約書記載事項の確認）
（本庁） 請負予定者から提示された契約書記載事項を確認し，契約書の決裁

その際の，契約書添付書類は下記書類のみ
４．備考別表１～３のうち該当するもの

入 札

契約締結

法第１２条及び法第１３条に関する手続きについて
【契約（本庁）と工事（出先）の場合】

※上記は，契約と工事が「他機関」の場合の法第１２条及び法第１３条の手続きの流れを

示しています。

※工程の概要を示す資料は，建設工事請負契約書第３条により提出する工程表（工事執行

規則第１２条の別表第１号）としてかまいません。
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Ⅲ 契 約

（参考）

法
（
抜
粋
）

（対象建設工事の届出に係る事項の説明等） （抜粋）

第十二条 対象建設工事（他の者から請け負ったものを除く。）を発注しようとする

者から直接当該工事を請け負おうとする建設業を営む者は，当該発注しようとす

る者に対し，少なくとも第十条第一項第一号から第五号までに掲げる事項につい

て，これらの事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。

（対象建設工事の届出等） （抜粋）

第十条 対象建設工事の発注者又は自主施工者は，工事に着手する日の七日

前までに，主務省令で定めるところにより，次に掲げる事項を都道府県知

事に届け出なければならない。

一 解体工事である場合においては，解体する建築物等の構造

二 新築工事等である場合においては，使用する特定建設資材の種類

三 工事着手の時期及び工程の概要

四 分別解体等の計画

五 解体工事である場合においては，解体する建築物等に用いられた建設

資材の量の見込み

六 その他主務省令で定める事項

（対象建設工事の請負契約に係る書面の記載事項） （抜粋）

第十三条 対象建設工事の請負契約（当該対象建設工事の全部又は一部について下

請契約が締結されている場合における各下請契約を含む。以下この条において同

じ。）の当事者は，建設業法（昭和二十四年法律第百号）第十九条第一項に定める

もののほか，分別解体等の方法，解体工事に要する費用その他の主務省令で定め

る事項を書面に記載し，署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。

特定建設資材に係る分別解体等に関する省令（平成１４年３月５日国土交通

省令第１７号） 抜粋

（対象建設工事の請負契約に係る書面の記載事項）

第四条 法第十三条第一項 の主務省令で定める事項は，次のとおりとする。

一 分別解体等の方法

二 解体工事に要する費用

三 再資源化等をするための施設の名称及び所在地

四 再資源化等に要する費用

２ 対象建設工事の請負契約の当事者は，請負契約の内容で前項に規定する事項に

該当するものを変更するときは，その変更の内容を書面に記載し，署名又は記名

押印をして相互に交付しなければならない。

※上記条項については，いずれも法令上は様式の定めがありません。

※法第１２条による説明の様式は，工事執行規則第７条の２により規定しています。

※法第１３条による契約書の様式は，工事執行規則第８条第１項により規定しています。
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Ⅳ 工事着手前

⑧対象建設工事の通知

法第１１条では，「対象建設工事（法第９条第１項）」については，工事着手前までに都道府県

知事等に工事内容を通知するよう規定されています。

法令上は様式の定めがありませんので，リサイクルガイドラインにより「通知書（様式－３）」

を規定しています。

（参考）

法
（
抜
粋
）

（国等に関する特例）

第十一条 国の機関又は地方公共団体は，前条第一項の規定により届出を要する行

為をしようとするときは，あらかじめ，都道府県知事にその旨を通知しなければ

ならない。

（対象建設工事の届出等） （抜粋）

第十条 対象建設工事の発注者又は自主施工者は，工事に着手する日の七日

前までに，主務省令で定めるところにより，次に掲げる事項を都道府県知

事に届け出なければならない。

一 解体工事である場合においては，解体する建築物等の構造

二 新築工事等である場合においては，使用する特定建設資材の種類

三 工事着手の時期及び工程の概要

四 分別解体等の計画

五 解体工事である場合においては，解体する建築物等に用いられた建設

資材の量の見込み

六 その他主務省令で定める事項

１

※通知の様式は，１１条取扱要領において，「別紙様式」として掲載されています。

※リサイクルガイドラインと同じ内容であり，どちらを使用してもかまいません。

※通知を行うのは，発注者の義務です。対象建設工事に該当するか否かの判断や通知の提

出先等については，「１１条取扱要領等（第４章）」を参考にしてください。

※「工事着手」とは，現場でその工事を始める日（仮設が必要な場合は仮設工事を始める

日）をいいます。なお，現場での除草作業等の準備工事は工事着手に含みません。
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Ⅴ 工 事 中

⑨変更契約等

法第１３条第２項では，法第１３条第１項の規定による「請負契約の内容として記載する事項」

を変更するときには，その変更の内容を書面に記載し，署名又は記名押印をして相互に交付する

ことと規定されています。これを受けて，工事執行規則により「変更契約書（様式第４号）」の様

式を規定しています。

また，法令の規定はありませんが，変更に際しては，法第１２条第１項の規定による「請負予

定者から発注者への重要事項の説明」についても当初契約時に準じて実施します（Ⅲ契約⑥請負

予定者による発注者への説明等 Ｐ．１５参照）。

なお，変更に際して，設計条件の変更がある場合には，設計図書へ変更事項の条件を明示しま

す（Ⅰ設計・積算②設計図書への条件明示 Ｐ．９参照）。

（参考）

法
（
抜
粋
）

（対象建設工事の請負契約に係る書面の記載事項）

第十三条 対象建設工事の請負契約（当該対象建設工事の全部又は一部について下

請契約が締結されている場合における各下請契約を含む。以下この条において同

じ。）の当事者は，建設業法（昭和二十四年法律第百号）第十九条第一項に定める

もののほか，分別解体等の方法，解体工事に要する費用その他の主務省令で定め

る事項を書面に記載し，署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。

２ 対象建設工事の請負契約の当事者は，請負契約の内容で前項に規定する事項に

該当するものを変更するときは，その変更の内容を書面に記載し，署名又は記名

押印をして相互に交付しなければならない。

※変更した際の法第１１条の規定による通知の取扱いは，以下のとおりです。

①「対象建設工事（法第９条第１項）」でなかったものが変更により対象建設工事とな

った場合には，速やかに通知を行います。

②通知をしたあとに工事内容に変更があった場合でも，変更通知等の手続きは不要で

す。
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Ⅵ 工 事 完 了

⑩元請業者による発注者への報告

⑪その他（都道府県知事への申告）

法第１８条第１項では，元請業者は再資源化等が完了したときは，その旨を書面により発注者

に報告するよう規定されています。

法令上は様式の定めがありませんので，Ｈ１４事務連絡（当面の運用）において「再資源化等

報告書（別添様式１）」を規定しています。

また，法第１８条第２項では，報告を受けた発注者は，再資源化等が適正に行われなかったと

認めるときは，知事に対してその旨を申告することができると規定されています。

（参考）

法
（
抜
粋
）

（発注者への報告等）

第十八条 対象建設工事の元請業者は，当該工事に係る特定建設資材廃棄物の再資

源化等が完了したときは，主務省令で定めるところにより，その旨を当該工事の

発注者に書面で報告するとともに，当該再資源化等の実施状況に関する記録を作

成し，これを保存しなければならない。

２ 前項の規定による報告を受けた発注者は，同項に規定する再資源化等が適正に

行われなかったと認めるときは，都道府県知事に対し，その旨を申告し，適当な

措置をとるべきことを求めることができる。

３ 対象建設工事の元請業者は，第一項の規定による書面による報告に代えて，政

令で定めるところにより，同項の発注者の承諾を得て，当該書面に記載すべき事

項を，電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法

であって主務省令で定めるものにより通知することができる。この場合において，

当該元請業者は，当該書面による報告をしたものとみなす。

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則（平成十四年三月五

日国土交通省・環境省令第一号） 抜粋

（発注者への報告）

第五条 法第十八条第一項の規定により対象建設工事の元請業者が当該工事

の発注者に報告すべき事項は，次に掲げるとおりとする。

一 再資源化等が完了した年月日

二 再資源化等をした施設の名称及び所在地

三 再資源化等に要した費用

１

※再資源化等報告書の様式は，第３章を参照してください。

※申告についても法令上は様式の定めがありません。

※この手引きでは，申告の様式は掲載していません。
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事務手続きに係る様式と記載方法の解説は，次頁以降を参考にしてください。

ここで掲載した様式は，茨城県土木部建設リサイクル情報ホームページからダウンロードする

ことができます。ただし，再資源化等報告書に添付する「再生資源利用促進実施書」は．国土交

通省のホームページからクレダス入力システムをダウンロードして作成します。

掲 載 様 式 等

説明書（様式第１号の２），省令別記様式第１号別表１～別表３

記載方法の解説

建設工事請負契約書（様式第２号），別紙（備考別表１～備考別表３）

記載方法の解説

建設工事変更請負契約書（様式第４号）

通知書（様式－３）

再資源化等報告書（別添様式１），再生資源利用促進実施書

第３章 事務手続きに係る様式等

※説明書（様式第１号の２）に添付する「省令別記様式第１号別表１～３」は，法令様式

です。よって，省令改正等があった際には，それに合わせた最新の様式を使用する必要

があります。平成２２年４月１日付けで様式が変更されています。

※また，上記の様式変更の際に，それまで設けられていた「工事着手の時期」の欄が削除

されました。しかし，当該項目は，法第１２条第１項の規定により記載すべき事項とさ

れていますので，各別表の備考欄を利用して「工事着手の時期」を記載します。
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様式第1号の2(第7条の2)

説 明 書

年 月 日

殿

住 所(法人にあっては所在地)

氏 名(法人にあってはその名称及び代表者の氏名) 印

電話番号

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第12条第1項の規

定により，対象建設工事の分別解体等の計画等について下記のとおり説明します。

記

1 工事の名称

2 工事の場所

3 説明内容 添付資料のとおり

4 添付資料

(1) 特定建設資材に係る分別解体等に関する省令(平成14年国土交通省令第17号)別記

様式第1号別表1から別表3までのうち該当するものに必要事項を記載したもの

(2) 工程の概要を示す資料

注 工程の概要を示す資料は，できるだけ図面，表等を使用して作成すること。
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別表１ （Ａ４）

トン

□欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。

工事着手前に実施する措置の内容

その他（ ）

作業場所 □十分 □不十分

特定建設資材
への付着物

残存物品

搬出経路

（ ）

□無

障害物 □有（ ） □無

その他（ ）

通学路 □有 □無

前面道路の幅員 約 ｍ

工
程
ご
と
の
作
業
内
容
及
び
解
体
方
法

工程
①建築設備・内装材等

②屋根ふき材

③外装材・上部構造部分

④基礎・基礎ぐい

⑤その他
（ ）

分別解体等の方法

建築物に用いられた建設資材の量の見込み

□内装材に木材が含まれる場合

不可の場合の理由（ ）
□可 □不可
①の工程における木材の分別に支障となる建設資材の事前の取り外し

建築設備･内装材等の取り外し
□有 □無

屋根ふき材の取り外し
□有 □無

建築物に関する調査の結果

建築物に関
する調査の
結果及び工
事着手前に
実施する措
置の内容 □無

（ ）

□有

□有

作業場所

その他

建築物に関
する調査の

結果

その他（ ）

築年数 年、棟数 棟

その他（ ）

周辺状況

建築物の状況

敷地境界との最短距離 約 ｍ

□病院 □その他（ ）

周辺にある施設 □住宅 □商業施設 □学校

建築物に係る解体工事

分別解体等の計画等
建築物の構造

□木造 □鉄骨鉄筋コンクリート造 □鉄筋コンクリート造
□鉄骨造 □コンクリートブロック造 □その他（ ）

□① □② □③ □④

□その他（ ）
その他の場合の理由（ ）

基礎・基礎ぐいの取り壊し
□有 □無
その他の取り壊し
□有 □無

□① □② □③ □④

工事の工程の順序

□⑤

発生が見込まれる部分（注）廃
棄
物
発
生
見
込
量

特定建設資材廃棄物の種類ごと
の量の見込み及びその発生が見
込まれる建築物の部分

（注） ①建築設備・内装材等 ②屋根ふき材 ③外装材・上部構造部分 ④基礎・基礎ぐい ⑤その他

トン
□建設発生木材

トン

□上の工程における①→②→③→④の順序

□有 □無

種類 量の見込み
□コンクリート塊

作業内容

□ 手作業・機械作業の併用

外装材・上部構造部分の取り壊し

□ 手作業

□ 手作業

□ 手作業・機械作業の併用

併用の場合の理由（ ）

□ 手作業

□ 手作業・機械作業の併用

併用の場合の理由（ ）

備考
工事着手の時期：

□ 手作業

□ 手作業

□ 手作業・機械作業の併用

□ 手作業・機械作業の併用

□⑤

トン

□⑤
□① □② □③ □④

□ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊
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別表２ （Ａ４）

□欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。

その他（ ）

障害物 □有（ ） □無

分別解体等の計画等
使用する特定建設

資材の種類
□コンクリート □コンクリート及び鉄から成る建設資材

建築物に関
する調査の

結果

建築物の状況

周辺状況

建築物に係る新築工事等（新築・増築・修繕・模様替）

工事着手前に実施する措置の内容建築物に関する調査の結果

作業場所 □十分 □不十分

築年数 年、棟数 棟

その他（ ）

周辺にある施設 □住宅 □商業施設 □学校

□病院 □その他（ ）

敷地境界との最短距離 約 ｍ

その他（ ）

廃
棄
物
発
生
見
込
量

特定建設資材廃棄物の種類ごと
の量の見込み並びに特定建設資
材が使用される建築物の部分及
び特定建設資材廃棄物の発生が
見込まれる建築物の部分

種類 量の見込み

（注） ①造成等 ②基礎 ③上部構造部分・外装 ④屋根 ⑤建築設備・内装等 ⑥その他

□① □② □③ □④
トン

工
程
ご
と
の
作
業
内
容

通学路 □有 □無

その他（ ）

特定建設資材への
付着物（修繕・模
様替工事のみ）

②基礎・基礎ぐい

③上部構造部分・外装

④屋根

基礎・基礎ぐいの工事 □有 □無

その他

作業内容
①造成等 造成等の工事 □有 □無

□有

（ ）

□無

前面道路の幅員 約 ｍ

□アスファルト・コンクリート □木材

搬出経路

作業場所

□① □② □③ □④

工程

□⑤ □⑥

建築物に関
する調査の
結果及び工
事着手前に
実施する措
置の内容

備考
工事着手の時期：

□① □② □③ □④

建築設備・内装等の工事 □有 □無

トン
□建設発生木材

⑤建築設備・内装等

⑥その他
（ ）

□⑤ □⑥

上部構造部分・外装の工事 □有 □無

屋根の工事 □有 □無

□ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊
□⑤ □⑥

その他の工事 □有 □無

使用する部分又は発生が見
込まれる部分（注）

□コンクリート塊
トン
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別表３ （Ａ４）

仮設工事 □有 □無
□ 手作業・機械作業の併用

土工事 □有 □無
□ 手作業・機械作業の併用

基礎工事 □有 □無
□ 手作業・機械作業の併用

本体構造の工事 □有 □無
□ 手作業・機械作業の併用

本体付属品の工事 □有 □無
□ 手作業・機械作業の併用

その他の工事 □有 □無
□ 手作業・機械作業の併用

□上の工程における⑤→④→③の順序
□その他（ ）
その他の場合の理由（ ）

□欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。

工作物に関
する調査の
結果及び工
事着手前に
実施する措
置の内容

作業場所

前面道路の幅員 約 ｍ

□有
（ ）
□無

通学路 □有 □無

トン □⑤ □⑥

工程 作業内容

①仮設

障害物 □有（ ） □無

種類

工事着手前に実施する措置の内容工作物に関する調査の結果

□① □② □③ □④

□ 手作業

□⑤ □⑥

④本体構造

トン

□建設発生木材

□コンクリート塊

⑤本体付属品

□ 手作業

②土工

築年数 年

その他（ ）

工作物の状況

周辺にある施設 □住宅 □商業施設 □学校周辺状況

敷地境界との最短距離 約 ｍ

その他（ ）

分別解体等の方法
（解体工事のみ）

使用する部分又は発生が見
込まれる部分（注）
□① □② □③ □④

工事の工程の順序
（解体工事のみ）

工作物に用いられた建設資材の量
の見込み（解体工事のみ） トン

建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等（土木工事等）

分別解体等の計画等

□アスファルト・コンクリート □木材

作業場所 □十分 □不十分

工作物に関
する調査の

結果

□新築工事 □維持・修繕工事 □解体工事
□電気 □水道 □ガス □下水道 □鉄道 □電話

□コンクリート □コンクリート及び鉄から成る建設資材

□病院 □その他（ ）

その他（ ）

その他（ ）

□ 手作業③基礎

特定建設資材への付着
物（解体・維持・修繕
工事のみ）

□ 手作業

搬出経路

その他

□ 手作業

工
程
ご
と
の
作
業
内
容
及
び
解
体
方
法

工作物の構造
（解体工事のみ）

□鉄筋コンクリート造 □その他（ ）

工事の種類

使用する特定建設資材の種類
(新築･維持･修繕工事のみ）

⑥その他
（ ）

□ 手作業

□その他（ ）

備考
工事着手の時期：

廃
棄
物
発
生
見
込
量

特定建設資材廃棄物の種類ごとの量
の見込み（全工事）並びに特定建設
資材が使用される工作物の部分（新
築・維持・修繕工事のみ）及び特定
建設資材廃棄物の発生が見込まれる
工作物の部分（維持・修繕・解体工
事のみ）

□ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊
トン

（注） ①仮設 ②土工 ③基礎 ④本体構造 ⑤本体付属品 ⑥その他

□⑤ □⑥
□① □② □③ □④

量の見込み
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27

検査指導課
テキストボックス
別表１～３の記載方法の解説
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工事着手の時期を記載する。

31

検査指導課
テキストボックス
P.４７
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工事着手の時期：平成　　年　　月　　日
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59

工事着手の時期：平成　　年　　月　　日
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58
34



61
35



60
36
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37

検査指導課
テキストボックス
P.４７
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工事着手の時期を記載する。
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64

工事着手の時期：平成　　年　　月　　日
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44

検査指導課
テキストボックス
P.４７



70

工事着手の時期を記載する。
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工事着手の時期：平成　　年　　月　　日
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様式第 2号（第 8条第 1項）

収入印紙

建設工事請負契約書 ちょう付

１ 工事番号及び工事名

２ 工事場所

３ 工 期 年 月 日から
日間

年 月 日まで

４ 請負代金額 円
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円

５ 契約保証金

６ 解体工事に要する費用等
(1) 解体工事に要する費用
(2) 再資源化等に要する費用
(3) 分別解体等の方法 別紙のとおり
(4) 再資源化等をする施設の名称及び所在地

上記の工事について，発注者と受注者とは，各々の対等な立場における合意に基づいて，別紙の条
項によって公正な請負契約を締結し，信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

また，受注者が共同企業体を結成している場合には，受注者は，別添の共同企業体協定書により上
記の工事を共同連帯して請け負う。

この契約を証するため，本書 通を作成し，発注者及び受注者が記名押印の上，各１通を保有する。

年 月 日

発注者 住 所
氏 名 印

受注者 住 所
氏 名 印

（注）受注者が共同企業体を結成している場合においては，受注者の住所及び氏名の欄には，共同企
業体の名称並びに共同企業体の代表者及びその他の構成員の住所及び氏名を記入する。
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備考別表１

建築物に係る解体工事

１ 解体工事に要する費用（直接工事費） 円（消費税及び地方消費税を除く。）

注 １ 解体工事に伴う分別解体及び積込みに要する費用を記載すること。

２ 仮設費及び運搬費は含まないこと。

２ 再資源化等に要する費用（直接工事費） 円（消費税及び地方消費税を除く。）

注 運搬費を含むこと。

３ 分別解体等の方法

工 程 作 業 内 容 分別解体等の方法

(1) 建築設備・

内装材等

建築設備・内装材等の取り外し

□有 □無

□手作業

□手作業・機械作業の併用

併用の場合の理由（ ）

(2) 屋根ふき材 屋根ふき材の取り外し

□有 □無

□手作業

□手作業・機械作業の併用

併用の場合の理由（ ）

(3) 外装材・

上部構造部分

外装材・上部構造部分の取り壊し

□有 □無

□手作業

□手作業・機械作業の併用

(4) 基礎・

基礎ぐい

基礎・基礎ぐいの取り壊し

□有 □無

□手作業

□手作業・機械作業の併用

工
程
ご
と
の
作
業
内
容
及
び
解
体
方
法

(5) その他

（ ）

その他の取り壊し

□有 □無

□手作業

□手作業・機械作業の併用

注 １ □欄は，該当箇所に「レ」を付すこと。

２ 分別解体等の方法の欄は，該当する場合のみ記載すること。

４ 再資源化等をする施設の名称及び所在地

特定建設資材廃棄物の種類 施設の名称 所在地
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備考別表２

建築物に係る新築工事等（新築・増築・修繕・模様替）

１ 解体工事に要する費用（直接工事費） なし

２ 再資源化等に要する費用（直接工事費） 円（消費税及び地方消費税を除く。）

注 運搬費を含むこと。

３ 分別解体等の方法

工 程 作 業 内 容 分別解体等の方法

(1) 造成等 造成等の工事

□有 □無

□手作業

□手作業・機械作業の併用

(2) 基礎・

基礎ぐい

基礎・基礎ぐいの工事

□有 □無

□手作業

□手作業・機械作業の併用

(3) 上部構造部分・

外装

上部構造部分・外装の工事

□有 □無

□手作業

□手作業・機械作業の併用

(4) 屋根 屋根の工事

□有 □無

□手作業

□手作業・機械作業の併用

(5) 建築設備・

内装等

建築設備・内装等の工事

□有 □無

□手作業

□手作業・機械作業の併用

工
程
ご
と
の
作
業
内
容
及
び
解
体
方
法

(6) その他

（ ）

その他の工事

□有 □無

□手作業

□手作業・機械作業の併用

注 １ □欄は，該当箇所に「レ」を付すこと。

２ 分別解体等の方法の欄は，該当する場合のみ記載すること。

４ 再資源化等をする施設の名称及び所在地

特定建設資材廃棄物の種類 施設の名称 所在地
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備考別表３

建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等（土木工事等）

１ 解体工事に要する費用（直接工事費） 円（消費税及び地方消費税を除く。）

注 １ 解体工事の場合のみ記載すること。

１ 解体工事に伴う分別解体及び積込みに要する費用を記載すること。
２ 仮設費及び運搬費は含まないこと。

２ 再資源化等に要する費用（直接工事費） 円（消費税及び地方消費税を除く。）

注 運搬費を含むこと。

３ 分別解体等の方法

工 程 作 業 内 容 分別解体等の方法

(1) 仮設 仮設工事

□有 □無

□手作業

□手作業・機械作業の併用

(2) 土工 土工事

□有 □無

□手作業

□手作業・機械作業の併用

(3) 基礎 基礎工事

□有 □無

□手作業

□手作業・機械作業の併用

(4) 本体構造 本体構造の工事

□有 □無

□手作業

□手作業・機械作業の併用

(5) 本体付属品 本体付属品の工事

□有 □無
□手作業

□手作業・機械作業の併用

工
程
ご
と
の
作
業
内
容
及
び
解
体
方
法

(6) その他

（ ）

その他の工事

□有 □無
□手作業

□手作業・機械作業の併用

注 １ □欄は，該当箇所に「レ」を付すこと。
２ 分別解体等の方法の欄は，該当する場合のみ記載すること。

４ 再資源化等をする施設の名称及び所在地

特定建設資材廃棄物の種類 施設の名称 所在地
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備考別表１～３の記載方法の解説

建設工事請負契約書記載事項の取扱い

建設リサイクル法第１３条の規定による建設工事請負契約書（以下「契約書」という。）記載

事項については，以下によるものとする。

１ 解体工事に要する費用

（１）記載する金額は請負者の見積金額（直接工事費）を記入する。

（２）「解体工事に要する費用」とは，分別解体から運搬車への積込みに要する費用までとし，

解体工事に伴う仮設費及び運搬費は含まないものとする。

また，工事現場内における仮置き等に伴う荷卸し・積み込み費用は含まないものとする。

（３）解体工事に要する費用については，標準歩掛等（発注者）による積算額と請負者の実施

額が必ずしも一致しない場合もあるものとする。

※契約書に記載する目的は，請負者が確実かつ適正に分別解体費用を見込んで応札してい

るか契約書で確認するものであり，実施費用と発注者側の積算費用との差については問

うものではない（契約は総価契約で成立している）。

（４）発注者が請負者の実施する施工方法について適切であると判断した場合は，発注者が考

えた施工方法（条件明示）と請負者の実施する施工方法が別であった場合についても，

変更の必要はない。

ただし，現場条件や数量の変更等，請負者の責によるものでない事項については，変更

対象とする。

なお，条件の変更がある場合は変更契約時についても条件明示を行うものとする。

２ 再資源化等に要する費用

（１）記載する金額は請負者の見積金額（直接工事費）を記入する。

（２）「再資源化等に要する費用」は，特定建設資材廃棄物の処分等に要する費用及び運搬に伴

う費用とする。

なお，工事現場内における仮置き等に伴う運搬費用は含まないものとする。

（３）再資源化等に要する費用については，発注者が条件明示した処理施設（諸条件比較のう

え最適な場所）と請負者の選定した処理施設が異なる場合，または同一の処理施設であ

る場合においても積算単価の相違など，必ずしも一致しない場合もあるものとする。

※契約書に記載する目的は，請負者が確実かつ適正に処理費を見込んで応札しているか契

約書で確認するものであり，実施費用と発注者側の積算費用との差については問うもの

ではない。

（４）発注者が請負者の実施する処理施設について適切であると判断した場合は，発注者が考

えた処理施設（条件明示）と請負者の設定する処理施設が別であった場合についても，

変更の必要はない。

ただし，現場条件や数量の変更等，請負者の責によるものでない事項については，変更

対象とする。

なお，条件の変更がある場合は変更契約時についても条件明示を行うものとする。

３ 分別解体等の方法

（１）分別解体等の方法は，請負者が予定している方法を記入する。

（２）発注者の設定する分別解体等の方法は設計図書等に条件明示を行う。

４ 再資源化等をする施設の名称及び所在地

（１）施設の名称及び所在地については，特定建設資材廃棄物の種類により受入先が異なる場

合等は複数記入する。

（２）受入先は，請負者が予定している施設名称等を記入する。

発注者の設定する処理施設の名称等は設計図書等に条件明示を行う。
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様式第4号（第9条）

建設工事変更請負契約書

工事番号及び工事名

工 事 場 所

発注者 と受注者 とが 年 月

日に締結した請負契約の一部を次のとおり変更する。

１ 変 更 工 期 年 月 日から 延長

年 月 日まで
日間

短縮

２ 請負代金変更額 円 増 減

うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円 増 減

３ 請負代金変更額に対する

契約保証金変更額 円 増 減

４ 解体工事に要する費用等に係る変更事項

５ 変 更 設 計 図 書 別冊のとおり

６ その他の変更事項 別冊のとおり

この契約を証するため，本書 通を作成し，発注者及び受注者が記名押印の上，各1通を保有する。

年 月 日

発注者 住 所

氏 名 印

受注者 住 所

氏 名 印

注
「延長

短縮」
及び「増減」については，不用のものを消すこと。

収入印紙

ちょう付
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様式－３ 通 知 書

第 号

平成 年 月 日

殿

印

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第11条の規定により、下記のとおり通知

します。

記

工事名

施工場所

工 工事の種類及び規模

工 □建築物の解体工事

用途 、階数 、工事対象床面積 ㎡

事 事 □建築物の新築又は増築工事

用途 、階数 、工事対象床面積 ㎡

概 □建築物の新築工事等であって新築又は増築の工事に該当しないもの

内 用途 、階数 、請負代金 万円(税込)

要 □建築物以外の解体工事又は新築工事等（ ）注２

請負代金 万円(税込)

容

平成 年 月 日～平成 年 月 日

工 期 工事着手予定日： 平成 年 月 日

会社名 現 場 代 理 人

請 〒 -

負 所在地

者

電話番号 － － (内線 ) FAX － －

〔提出者〕

所属名 担当職氏名

電話番号 － － (内線 )

注１）通知書のあて先は茨城県知事又は特定行政庁である市の長とし、それぞれ所管する課所等に提

出すること。

注２）建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等の場合は、工事の具体的な種類を記入するこ

と（例：舗装、築堤、土地改良等）。

注３）複数の工事に関して一括して通知するときは、別添様式も使用すること。
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（別添様式）

工事名

施工場所

工事の種類及び規模

工 工 □建築物の解体工事

用途 、階数 、工事対象床面積 ㎡

事 □建築物の新築又は増築工事

事 用途 、階数 、工事対象床面積 ㎡

概 □建築物の新築工事等であって新築又は増築の工事に該当しないもの

用途 、階数 、請負代金 万円(税込)

内 要 □建築物以外の解体工事又は新築工事等（ ）注２

請負代金 万円(税込)

容

工 期

平成 年 月 日～平成 年 月 日

工事着手予定日： 平成 年 月 日

会社名 現 場 代 理 人

請 〒 -

負 所在地

者

電話番号 － － (内線 ) FAX － －

〔提出者〕

所属名 担当職氏名

電話番号 － － (内線 )
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別添様式１

平成 年 月 日

再 資 源 化 等 報 告 書

工 事 番 号

工 事 名

請 負 人

現 場 代 理 人

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第１８条第１項の規定により、

下記のとおり、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したことを報告します。

記

１． 再資源化が完了した年月日

平成 年 月 日

２． 再資源化等をした施設の名称及び所在地

別添 再生資源利用促進実施書のとおり

３． 特定建設資材廃棄物の再資源化等に要した費用

万円（税込み）
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建設リサイクル法による事務手続きについて，土木部検査指導課がこれまで発出した以下の通

知等を次頁以降に掲載しています。

掲 載 通 知 等

Ｈ１４事務連絡(当面の運用) 【平成１４年５月２９日付け事務連絡】

Ｈ１４事務連絡(補足説明) 【平成１４年６月１３日付け事務連絡】

Ｈ１６事務連絡 【平成１６年８月２３日付け事務連絡】

１１条取扱要領 【平成１４年５月２９日付け検第２６８号】

通知書の提出先一覧等

第４章 その他（参考資料）
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通 知 の 提 出 先 一 覧

工事の現場 市町村工事

水戸市・日立市・北茨城市・

高萩市・ひたちなか市・土浦市・

取手市・つくば市・古河市

内で施工される工事

管 轄 す る 市 の

建 築 担 当 課

上以外の市町村内で施工される

工事

管轄する

県民センター総室県央建築指導室・

各県民センター建築指導課

県検査指導課

【提出先住所等】

担 当 窓 口 住所・電話番号

土木部検査指導課 〒310-8555 水戸市笠原町978-6

℡.029-301-4386(直)

県民センター総室

県央建築指導室

〒310-8555 水戸市笠原町978-6

℡.029-301-4784(直)

県北県民センター

建築指導課

〒313-0013 常陸太田市山下町4119

℡.0294-80-3344(直)

鹿行県民センター

建築指導課

〒311-1593 鉾田市鉾田1367-3

℡.0291-33-4114(直)

県南県民センター

建築指導課

〒300-0051 土浦市真鍋5-17-26

℡.029-822-8519(直)

県

県西県民センター

建築指導課

〒308-8510 筑西市二木成615

℡.0296-24-9154(直)

水戸市

都市計画部建築指導課

〒310-8610 水戸市中央1-4-1

℡.029-224-1111(代)

日立市

都市建設部建築指導課

〒317-8601 日立市助川町1-1-1

℡.0294-22-3111(代)

北茨城市

都市建設部都市計画課

〒319-1592 北茨城市磯原町磯原1630

℡.0293-43-1111(代)

高萩市

建設経済部建設課

〒318-8511 高萩市本町1-100-1

℡.0293-23-2111(代)

ひたちなか市

都市整備部建築指導課

〒312-8501 ひたちなか市東石川2-10-1

℡.029-273-0111(代)

土浦市

都市整備部建築指導課

〒300-8686 土浦市下高津1-20-35

℡.029-826-1111(代)

取手市

建設部建築指導課

〒302-8585 取手市寺田5139

℡.0297-74-2141(代)

つくば市

都市建設部建築指導課

〒305-8555 つくば市苅間2530-2

℡.029-883-1111(代)

市

古河市

都市計画部建築指導課

〒306-0291 古河市下大野2248

℡.0280-92-3111(代)

国・県発注工事
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【特定建設資材】を使用する 又は 【特定建設資材廃棄物】を排出する 【対象建設工事】の着工前には・・・

（建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律）

●「特定建設資材」とは，下表に示す「４資材」をいいます。

特 定 建 設 資 材 具 体 例

コンクリート
現場打ちコンクリート(無筋コンクリート，鉄筋コンクリート，ＰＣコンクリート，鉄筋鉄骨コンクリ一ト等)，

無筋コンクリート二次製品

コンクリ一ト及び鉄から成る

建設資材

有筋のコンクリート二次製品(鉄筋コンクリート二次製品，ＰＣコンクリート二次製品，鉄骨鉄筋コンクリート

二次製品)

アスファルト・コンクリート アスファルト混合物

木材 木材製品

※「特定建設資材廃棄物」とは，特定建設資材が廃棄物となったものをいいます。

●対象建設工事とは，左表の規模基準以上の

工事をいいます。
工 事 の 種 類 規 模 の 基 準

解体工事 床面積の合計８０㎡以上

新築・増築工事 床面積（増築部分）の合計５００㎡以上建築物

修繕又は模様替工事 請負金額１億円以上

その他の工作物に関する工事 請負金額５００万円以上

○特定建設資材廃棄物を現場で排出しない工

事であっても、現場において特定建設資材

を使用していれば、通知の対象工事となり
ます。

○例えば、コンクリート二次製品のＵ字溝を

敷設する工事などでも、請負金額が５００

万円以上になれば、通知が必要です！ 土木工事の場合の記入例

○通知は，工事に着手する前までに県知事（特定行政

庁の市の区域内にあっては、当該市の長※）に提出
する必要があります。

※市の特定行政庁（水戸市・日立市・北茨城市・高萩市・

ひたちなか市・土浦市・取手市・つくば市・古河市）

○具体的な工事の種類を記載します。

○舗装、築堤、土地改良等。

○特定建設資材を使用する 又は 特定建設資材廃棄

物を排出する工事で請負代金が５００万円以上の
工事が対象です。

※使用量・排出量が少量でも、請負金全体が５００万円以上

なら対象になります

○請負者を記載する必要がありますので、通知手続き

は契約締結後となります。

○ここでは、土木工事の例を取り上げましたが、建築

物の新築・増築・解体工事等でも、対象建設工事に

なれば、通知が必要です！

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町９７８番６

茨城県土木部検査指導課（建設リサイクル担当）
TEL 029-301-4386／FAX 029-301-4389 86



①養生等 ②１～２階外壁撤去 ③小屋組撤去

⑥基礎解体 ⑤１階軸組撤去 ④２階軸組撤去

⑦整地

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町 978-6

茨城県土木部検査指導課建設リサイクル担当

TEL：029-301-4386 FAX：029-301-4389

E-mail：kensa4@pref.ibaraki.lg.jp

（参考）解体工事の流れ


